
― は じ め に ―

企業（使用者）と従業員（使用人）との雇用契約において生じる様々な

企業リスクを雇用リスクと呼んでいます。雇用リスクの中で、発生の頻度

は低いものの、発生すれば莫大な負担を企業が強いられるものに、業務災

害に対する民事損害賠償があります。最近の賠償額を見ると１億円を超え

るような事例も珍しいものではなく、そうなれば、企業によっては最悪の

場合、会社が存続出来ないことにもなりかねません。

例えば、「従業員が心筋梗塞により死亡し、長時間労働に起因した“過

労死 ”であるとして労災認定され、その後、遺族である従業員の妻から、

これは会社の安全配慮義務違反によるものだとして、逸失利益、慰謝料等、

２億円の損害賠償を要求された。」といった事例は、昨今珍しいどころか、

もはや当たり前のことになっています。

「えっ、労災保険から遺族年金が支給されるのに、何故、その上に会社

が損害賠償まで請求されなければならないの？ 労災保険の保険料は、全

額会社が負担しているのに……。」と思う方が多いのではないでしょうか。

労災保険の保険給付が決定されると（この決定を一般的に労災認定され

ると表現しています）、この事例の場合、遺族である妻には、他の者との

婚姻等により受給権が消滅しない限り、自身が死亡するまで遺族年金が支

給されます。遺族年金の受給総額は、死亡した夫の賃金額や受給資格者の

人数、受給期間等によって異なってきますが、例えば 35 歳で受給し始め

て 80 歳まで受給権を失うことなく生存すると、総額で１億円以上になる

      



ケースが大半です。そして、労災保険の保険料は、会社が全額負担してい

ます。

このような点だけを捉えると、｢ 何故、その上に……。｣ と思っても当

然のことかもしれません。しかしながら、業務災害が発生した場合、特に

それが重大災害であった場合、労災保険の補償だけで済まされる時代は、

遠い昔の話になってきたようです。

本書では、雇用契約における企業と従業員の義務を明確にした上で、労

災保険の概要や現状を解説し、安全配慮義務・不法行為等を根拠とした損

害賠償請求、労災保険給付と民事損害賠償額の調整等、そして業務災害と

いう最大の雇用リスクに対して企業はどのような備えが必要かを解説して

いきます。

なお、企業以外の第三者によって従業員が被った災害を第三者行為災害

といいますが、その中で交通事故については、第三者（事故の相手方）に

損害賠償義務が課せられることになり、特別な事情がない限り企業に損害

賠償責任が生じることはありません。

また、交通事故の場合、強制保険である自賠責保険や高い普及率を誇る

任意保険により損害賠償制度はかなり充実しているといえます。したがっ

て、本書では、業務中の交通事故については対象外としています。
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したがって、労働基準

法第 84 条第１項におい

て、「この法律に規定す

る災害補償の事由につい

て、労災保険法、又は厚

生労働省令で指定する法

令に基づいてこの法律の

災害補償に相当する給付

が行われるべきものであ

る場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」と規定され、労災保

険からの保険給付が行われた場合、企業は労働基準法により義務付けられ

た企業の補償責任を免除されることになります。

なお、労災保険からの保険給付は、労働基準法により義務付けられた災

害補償を大きく上回る水準になっています。その上、労災保険の社会復帰

促進等事業により被災労働者やその遺族に対して特別支給金の支給、社会

復帰の促進、被災労働者の援護など福祉の増進がはかられています。

２．労働基準法の災害補償と民事損害賠償の関係
労働基準法第 84 条第２項は、「使用者は、この法律による補償を行っ

た場合においては、同一の事由について、その価額の限度において民法に

よる損害賠償の責を免れる。」と定めています。

つまり、企業は、労働基準法により義務付けられた療養補償や障害補償

などの災害補償を行えば、その価額の限度で同じ業務災害による被災労働

者又はその遺族への民事損額賠償責任を免れることになります。

我社ではとてもそんな余裕はない！

賠償してよ！
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３．労災保険からの補償給付による民事損害賠償の免責
労災保険は、企業の災害補償責任を担保する制度であることからすれば、

前述の労働基準法第 84条第２項の規定は、労災保険と企業の賠償責任と

の関係にも及ぶと考えられます。したがって、労災保険から補償給付が行

われれば、その価額の限度で企業は民事損害賠償責任を免れるといえます。

（ただし、被災労働者又はその遺族の精神的損害である慰謝料や入院雑費

などは影響されません。）

この結果、業務災害が発生したとき、企業は、労災保険からの補償給付

により労働基準法で義務付けられた災害補償が免責となると同時に、その

価額の限度において、民事損害賠償も免責になります。

では何故、昨今、業務災害に対する民事損害賠償請求が大きな企業リス

クとしてクローズアップされているのでしょうか。

企業が既に支払った補償、つまり労災保険からすでに給付された金額と

支払いが確定している金額については損害賠償額から控除されます。療養

費や休業中の賃金については、それぞれ療養補償給付、休業補償給付が支

払われるため、特に問題になることはありません。

まず問題となるのは、慰謝料です。労災保険には慰謝料に相当する給付

はありません。したがって、慰謝料を請求された場合、別途支払う必要が

あります。

また、死亡または障害により生じた逸失利益が労災保険ですべて補てん

できるとは限りませんし、控除できるのはあくまで確定している金額のみ

です。

このように慰謝料及び労災保険で補てんしきれない部分、不確定な部分

は、企業が別途損害賠償額として負担しなければならないことになります。

民事損害賠償額

免 責免 責免 責
労働基準法に基づき
災害補償を行う

      




